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 ２月６日、次期介護報酬の改定案が介護給付費分科会

で答申されました。ほとんどの事業で基本報酬が引き下

げられる内容となっていますが、介護職の処遇改善につ

いては、新しい加算が創設され、最大で 8.6％の加算が

ついています。 

 日本医労連は、基本報酬の引き下げについて断固反対

の立場で最後まで撤回を求めていきます。一方で、処遇

改善については、改定案の内容を確実に賃上げに結び付

けていく必要があります。新しい加算（平均１万 2 千円

分）を活用してベアを求めていきましょう。 

処遇改善加算（Ⅰ）の算定要件（抜粋） 
①加算を上回る賃金改善の計画策定。 
②改善計画の全職員への周知、都道府県への届け出。 
⑦次のいずれにも該当 
 1.キャリアパス要件を定めている 
 2.資質向上のための計画を定め研修等を実施している 
 3.1、2を全職員に周知 
⑧届出の前月までに実施した処遇改善の内容・費用  
 を職員に周知 

                        処遇改善加算を必ず取得させ、賃上げに結び付け
させる必要があります。また、全国老人福祉施設協議会（特
養の団体）は「人件費抑制は解けることのない負のスパイラ
ルを生み出す」と警鐘を鳴らしています。介護事業を継続さ
せるために、労使で難局を乗り切るための知恵を出し合うと
きです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州地方協民医連生協部会では法人要

請行動を 2 月 16日からスタートさせまし

た。佐賀医療生協では、他県他組織からの

産別訪問団に驚きながら 3 人の専務理事

が応対しました。懇談の中で理事からは、

法人全体でわずかに黒字を確保している

厳しい状況を示し「この中で 4万円の賃上

げをどう確保するか」と話をしましたが、

懇談の進める中で「詳しい資料も久しぶり

にもらった。賃上げについて時間をかけて

まじめに検討したい」と回答しました。ま

た、介護職の現状の賃金体系が十分ではな

い事、安倍政権への強い不満など語られ、

共同してたたかうべき課題が確認しあえ

る要請行動となりました。「医労連・九地

協民医連生協部会ニュース」 

ＵＡゼンセン日本介護クラフトユニオンは

２月 14日、都内で中央委員会を開き、全産

業平均との賃金格差を是正するため、月額

平均１万５００円以上、時給制では同 62

円以上の賃上げを求める方針を決めた。 

政府は報酬改定で、介護職員の処遇改善加

算を拡充する一方、全体の報酬は削減した。

これについて、陶山浩三会長は「前代未聞

の矛盾した対応」と批判。「こんな離れ業が

うまくいくのか」と疑問を呈し、処遇引き

下げへの懸念を表明した。 賃金交渉には

大変厳しい環境と述べた上で、報酬改定を

「業務改革の機会」と捉え、全職種の処遇

改善につなげていくべきと強調。介護産業

に見切りをつける人を生じさせないため、

賃上げ交渉に全力をあげるよう呼びかけ

た。 統一地方選挙で勝利し、政治の流れ

を変えようと訴える決議も確認した。 

「連合通信・隔日版」 

 介護施設の事業者団体

も、「安直に人件費抑制

に進んではならない！」

と警鐘を鳴らしている

よ！ 
 


